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入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付

令
和
５
・
６
年
度
に
市
が
発
注
す
る
、
公
共
工

事
等
及
び
物
品
等
の
入
札
参
加
の
受
付
を
開
始

し
ま
す
。
入
札
参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
に
添
付
す
る
書

類
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
記
二
次
元
コ
ー

ド
）
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
公
共
工
事
等

■
申
請
資
格

・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者

　 

令
和
５
・
６
年
度
大
分
県
の
入
札
参
加
資
格

登
録
申
請
業
者
で
あ
る
こ
と

・
建
設
工
事
業
者

　 

令
和
５
年
度
大
分
県
の
入
札
参
加
資
格
登
録

申
請
業
者
で
あ
る
こ
と

■
提
出
書
類
・
提
出
方
法

　 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
下
記
に
備
え
付
け
の

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
下
記
に
持
参
又
は
郵
送

※ 

建
設
工
事
業
者
で
令
和
４・
５
年
度
分
の
申

請
を
し
て
い
る
業
者
は
、
今
回
申
請
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
受
付
期
間
（
締
切
厳
守
）

・
県
内
建
設
業
者

　
令
和
５
年
１
月
４
日
㈬
〜
３
月
15
日
㈬

・
そ
の
他
の
業
者

　
令
和
５
年
２
月
１
日
㈬
〜
３
月
15
日
㈬

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

②
物
品
等

■
入
札
参
加
資
格

　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

・ 

営
業
に
関
し
法
令
上
資
格
等
を
必
要
と
す
る

場
合
は
、
そ
れ
ら
の
資
格
を
有
す
る
人

・ 

令
和
５
年
１
月
１
日
に
継
続
し
て
１
年
以
上

同
種
の
営
業
を
営
ん
で
い
る
人

・ 

市
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
完

納
し
て
い
る
人

・ 

そ
の
他
指
定
す
る
資
格
要
件
を
満
た
し
て
い

る
人

■
提
出
書
類
・
提
出
方
法

　 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
左
記
に
備
え
付
け
の

競
争
入
札
（
見
積
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
左
記
に
持
参
又

は
郵
送

■
受
付
期
間
（
締
切
厳
守
）

　
令
和
５
年
１
月
４
日
㈬
〜
２
月
15
日
㈬

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

問
〒
８
７
７
‐
８
６
０
１
（
住
所
記
載
不
要
）

　
①
契
約
検
査
室
工
事
契
約
検
査
係

　
☎
㉒
８
５
２
０
（
市
役
所
２
階
）

　
②
契
約
検
査
室
用
度
係

　
☎
㉒
８
６
２
８
（
市
役
所
２
階
）

【
予
約
制
】
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
・
受
取
り
が
で
き
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
や
受
取
り
が
左

記
の
時
間
外
・
休
日
に
で
き
ま
す
。
前
日
ま
で

（
平
日
の
み
）
に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
12
月
の
開
庁
日

・
12
月
8
日
㈭
・
15
日
㈭
・
22
日
㈭

　
午
後
５
時
30
分
〜
７
時
30
分

・
12
月
17
日
㈯

　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

■
と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
　
市
民
課

※
北
側
玄
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
お
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
㉒
８
３
０
３
（
市
役
所
１
階
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
窓
口
開
設

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
窓
口
を
次
の
と
お
り
開
設

し
ま
す
。
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、

申
請
の
み
受
け
付
け
ま
す
。
交
付
は
で
き
ま
せ

ん
。
本
人
確
認
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
と
き

　
12
月
１
日
㈭
〜
28
日
㈬

　
午
前
10
時
〜
午
後
６
時

■
と
こ
ろ

　
イ
オ
ン
日
田
店

問
市
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係

　
☎
㉒
８
２
０
４
（
市
役
所
１
階
）

都
市
計
画
道
路
の
事
業
変
更
認
可
の

関
係
図
書
を
縦
覧
し
ま
す

日
田
都
市
計
画
道
路 

３
・
５
・
19
号
銭
渕
大

宮
線
、
３
・
５
・
11
号
日
高
石
井
線
の
事
業
計

画
の
変
更
が
認
可
さ
れ
た
の
で
、
関
係
図
書
を

都
市
整
備
課
で
縦
覧
し
ま
す
。事
業
完
了
ま
で
、

開
庁
時
間
に
随
時
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
都
市
整
備
課
地
域
整
備
係

　
☎
㉒
８
３
２
５
（
市
役
所
５
階
）

水
産
加
工
食
品
の
製
造
に
は

許
可
が
必
要
で
す

食
品
衛
生
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
魚
介
類
の
う

る
か
、
干
物
、
ち
り
め
ん
、
ご
ま
だ
し
な
ど
の

水
産
加
工
食
品
の
製
造
は
、
水
産
製
品
製
造
業

の
許
可
が
必
要
で
す
。
令
和
３
年
６
月
１
日
時

点
で
営
業
を
し
て
い
た
人
は
、
令
和
６
年
５
月

末
ま
で
に
許
可
の
取
得
が
必
要
で
す
。
お
早
め

に
大
分
県
西
部
保
健
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
令
和
３
年
６
月
１
日
以
降
に
新
た
に
営

業
を
開
始
す
る
場
合
は
、
業
務
開
始
時
に
許
可

が
必
要
で
す
。

問
大
分
県
西
部
保
健
所

　
☎
㉓
３
１
３
３

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
・
登
録
申
請

相
談
会

消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
の
方
式
と
し
て
、「
適

格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）」

が
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
導
入
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
を
対
象
に
、

制
度
の
概
要
に
関
す
る
説
明
会
及
び
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。

■ 

と
き

　 

12
月
７
日
㈬
、
９
日
㈮
、
13
日
㈫
、
14
日
㈬
、

15
日
㈭
、
20
日
㈫
、
21
日
㈬
、
22
日
㈭

　
①
午
前
10
時
〜
、
②
午
後
2
時
〜

■
と
こ
ろ
　
日
田
税
務
署

※ 

参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
、
日
田
税
務
署
ま

で
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
日
田
税
務
署

　
☎
㉓
２
１
３
６
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

法
定
調
書
の
提
出
期
限
は

令
和
５
年
１
月
31
日
ま
で

給
料
、
報
酬
、
不
動
産
の
使
用
料
等
を
支
払
っ

た
場
合
に
は
、
源
泉
徴
収
票
や
支
払
調
書
な
ど

の
法
定
調
書
（
一
部
を
除
く
）
を
一
年
間
の
支

払
分
と
し
て
取
り
ま
と
め
て
税
務
署
に
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
令
和
４
年
中
の
支
払
い

に
係
る
法
定
調
書
の
提
出
期
限
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。
正
確
に
記
載
し
、
期
限
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。詳
細
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
）
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

■
提
出
期
限
　
令
和
５
年
１
月
31
日
㈫

問
日
田
税
務
署

　
☎
㉓
２
１
３
６
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

くらしの情報【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容を変更する場合があります。二次元コードで確認を！

お
知
ら
せ
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▶対象者
① 令和４年６月１日時点で、世帯全員が令和４年度住民税

（均等割）非課税である世帯の世帯主
※ 住民税が課税されている人から、税法上の扶養を受け

ている場合も対象です。
② 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和４年１月以降

の収入が減少し、世帯全員が住民税（均等割）非課税
相当となった家計急変世帯の世帯主

▶申請方法
　申請書に必要項目を記入し、右記に提出又は郵送
※ 申請書は、郵送又は市ホームページ（右記
　二次元コード）からダウンロードできます。

市政情報ピックアップ

原油価格・物価高騰等総合緊急対策

●日田市中小企業者等に物価高騰緊急支援金を支給しています

問商工労政課地域産業支援係☎㉒８２３９（市役所３階）

▶支援対象要件
　次の要件を全て満たす人　
・ 市内に主たる事業所を有する中小企業者等（法人・個

人問わず、農林事業者含む）
・ 申請日以後も事業を継続する意思がある人
・ 市税を完納している人
※その他要件があります。
▶支給金額
　最大20万円
※支援金額が1万円未満の場合は申請できません。
▶補助率　エネルギー関連経費上昇分の２分の１
▶申請方法
　下記に郵送で申請
※ 郵送による申請ができない場合は、日田市企業支援窓

口に予約の上、窓口で申請してください。
▶申請期限
　令和５年１月３１日㈫ （必着）
▶申請先
　〒877-0016　三本松２丁目3-1　
　日田玖珠地域産業振興センター内大展示場
　日田市企業支援窓口　宛

▶問合先
　日田市企業支援窓口
　☎㉒０６０５　℻㉒０６０６
　午前９時～午後４時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
※詳細は市ホームページ（右記二次元コー
　ド）又は下記にお問い合わせください。

日田市公式動画チャンネル「Hita Tube」で分か
りやすく説明しています。是非、ご覧ください。

◀法人申請用

個人申請用▶

問社会福祉課福祉総務係☎㉒８２０３（市役所１階）

▶申請場所
　社会福祉課（市役所１階）、各振興局・振興センター
▶受付時間
　午前８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
▶申請期限　
　令和５年１月３１日㈫ （必着）
※ 世帯に住民税の申告をしていない人や転入等によって

課税状況が確認できない人がいる場合は、申告手続や
前住所地で発行する課税証明が必要です。

●住民税非課税世帯等に物価高騰対策支援金を支給しています
申請期限を令和５年１月31日に延長

　エネルギー関連経費（電気、ガス、ガソリン、軽油、重油、灯油）高騰の影響を大きく受けている市内の中小企業者や個人
事業主の事業活動を支援するため、支援金の給付申請を受け付けています。エネルギー関連経費が12万円（年額）かかって
いる場合は対象です（ただし、支援対象要件を満たす必要があります）。

　電気・ガス料金等の物価高騰対策として、世帯全員が住民税（均等割）非課税である世帯等の世帯主に、１世帯につき
１万３,０００円の支援金を支給しています。申請期限を延長しましたので、申請がお済みでない人は、期限内に申請してくだ
さい。


